
○
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
規
則
三
十
二
号
） 

新 

旧 
（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
五
年
佐
倉
市
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
（
以
下
「
観
光
振
興
施
設
」
と
い
う
。
）
の

管
理
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
五
年
佐
倉
市
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
（
以
下
「
観
光
振
興
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管

理
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
員
） 

 

第
二
条 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
定
員
は
、
一
区
画
に
つ
き
十
人
と
す
る
。 

 

（
使
用
時
間
） 

 

第
三
条 

観
光
振
興
施
設
の
使
用
時
間
は
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
時

間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
休
業
日
） 

 

第
四
条 

観
光
振
興
施
設
の
休
業
日
は
、
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十
九

日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
業
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
の
申
請
及
び
許
可
） 

（
使
用
の
承
認
の
申
請
） 

第
二
条 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
観
光
振
興
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
許
可
申
請
書
に
よ
り
指
定
管
理
者
（
条
例
第

五
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
五
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
観
光
振
興
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
内
に
、
佐
倉
市
飯
野

台
観
光
振
興
施
設
使
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
一
号
又
は
別
記
様
式
第
二
号
）
に
よ

り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
を
使
用
す
る
場
合 

使
用
月
の
三
月
前
か
ら
使
用
日
ま
で 

 

二 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
使
用
を
延
長
す
る
場
合 

使
用
日
の
午
前
九
時
か
ら
使
用
開

始
時
間
ま
で 

 
三 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る

場
合 
使
用
月
の
前
月
一
日
か
ら
使
用
日
ま
で 

 

四 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
以
外
に
使
用
す
る
場
合 

使
用
月
の
前

月
二
日
か
ら
使
用
日
ま
で 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
許
可
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者

に
対
し
、
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 



 

（
使
用
の
承
認
） 

 

第
六
条 

市
長
は
、
前
条
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
佐
倉

市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
承
認
書
（
別
記
様
式
第
三
号
。
以
下
「
使
用
承
認
書
」
と
い

う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

使
用
の
承
認
は
、
申
請
の
順
に
こ
れ
を
行
い
、
申
請
が
同
時
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
協
議

又
は
抽
選
に
よ
り
こ
の
順
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
市
長
が
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

３ 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
使
用
の
延
長
の
承
認
は
、
一
時
間
を
単
位
と
し
、
一
時
間
未
満
の

場
合
は
、
一
時
間
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。 

（
使
用
の
取
消
し
又
は
変
更
） 

（
使
用
の
取
消
し
又
は
変
更
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
許
可
に
係
る
観
光
振
興
施
設
の
使
用
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
取
消
（
変
更
）
許
可
申
請
書
に
よ
り
速
や
か

に
指
定
管
理
者
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
七
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
承
認
に
係
る
観
光
振
興
施
設
の
使
用
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
取
消
（
変

更
）
申
請
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
使
用
承
認
書
を
添
え
て
速
や
か
に
市
長
に
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
許
可
し
た
と
き
は
、
使
用
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
取
消

（
変
更
）
承
認
書
（
別
記
様
式
第
五
号
。
以
下
「
変
更
等
承
認
書
」
と
い
う
。
）
を
使
用
者

に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
の
う
ち
、
軽
微
な
変
更
と
し
て
市
長
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
使
用
を
す
る
と
き
ま
で
に
、
口
頭
又
は
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
市
長
に
申
し
出
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
使
用
承
認
書
の
提
示
） 

 

第
八
条 

使
用
承
認
書
（
前
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
変
更
等
承
認
書
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
施
設
を
使
用
す
る
際
に
、
職
員
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
使
用
の
許
可
の
取
消
し
等
） 

（
使
用
の
承
認
の
取
消
し
等
） 

第
四
条 

指
定
管
理
者
は
、条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
観
光
振
興
施
設
の
使
用
の
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
使
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 
第
九
条 

市
長
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
観
光
振
興
施
設
の
使
用
の
承
認
を
取
り
消

し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振
興
施
設
使
用
承
認
取
消
（
変
更
）
通

知
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
使
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
料
金
の
納
入
） 

（
使
用
料
の
納
入
） 

第
五
条 

使
用
者
は
、
利
用
料
金
を
使
用
の
許
可
の
際
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 
使
用
者
は
、
使
用
料
を
使
用
承
認
書
の
交
付
の
際
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
納
期
を

指
定
し
て
利
用
料
金
を
納
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
納
期
を
指
定
し

て
使
用
料
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
料
金
の
減
免
） 

（
使
用
料
の
減
免
） 

第
六
条 

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
第
十
一
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
減
免
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に



に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 
国
、
県
又
は
本
市
が
使
用
す
る
と
き 

免
除 

一 

国
、
県
又
は
本
市
が
使
用
す
る
と
き 

免
除 

二 
そ
の
他
市
長
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
場
合 

市
長
の
承
認
を
得
て
指

定
管
理
者
が
定
め
る
割
合 

二 

そ
の
他
市
長
が
公
益
上
必
要
と
認
め
る
も
の
に
使
用
す
る
と
き 

市
長
が
別
に
定
め

る
割
合 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
に
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、佐
倉
市
飯
野
台
観
光
振

興
施
設
使
用
料
減
免
申
請
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
減
免
の
可
否
を
決
定

し
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
減
免
の
可
否
を
決
定
し
、
佐
倉
市
飯
野
台

観
光
振
興
施
設
使
用
料
減
免
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
当
該
申
請
を
し
た

者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
利
用
料
金
の
還
付
） 

（
使
用
料
の
還
付
） 

第
七
条 

条
例
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
還
付
は
、次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
還
付
す

る
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

条
例
第
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
使
用
料
の
還
付
は
、次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

還
付
す
る
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。 

一 

使
用
者
の
責
め
に
よ
ら
な
い
理
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き 

全
額 

一 

使
用
者
の
責
め
に
よ
ら
な
い
理
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き 

全
額 

二 

そ
の
他
市
長
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
場
合 

市
長
の
承
認
を
得
て
指

定
管
理
者
が
定
め
る
割
合 

二 

使
用
者
が
使
用
日
の
三
日
前
ま
で
に
使
用
を
取
り
消
し
た
と
き 

全
額 

 

三 

使
用
者
が
使
用
日
の
二
日
前
か
ら
使
用
日
ま
で
に
使
用
を
取
り
消
し
た
と
き 

半
額 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
料
金
を
納
入

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
指
定
管
理
者
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
指
定
管
理
者
が
特
に
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
佐
倉
市
飯
野
台
観
光

振
興
施
設
使
用
料
還
付
申
請
書
（
別
記
様
式
第
九
号
）
に
使
用
料
を
納
付
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
面
及
び
使
用
承
認
書
を
添
え
て
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
還
付
の
可
否
を
決
定

し
、
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
還
付
の
可
否
を
決
定
し
、
佐
倉
市
飯
野
台

観
光
振
興
施
設
使
用
料
還
付
可
否
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
十
号
）
に
よ
り
当
該
申
請
を

し
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
遵
守
事
項
） 

（
使
用
者
の
遵
守
事
項
） 

第
八
条 

利
用
者
及
び
使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
第
十
三
条 

観
光
振
興
施
設
を
使
用
す
る
者
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

施
設
又
は
附
属
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
し
な
い
こ
と
。 
一 

施
設
又
は
附
属
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
し
な
い
こ
と
。 

二 

所
定
の
場
所
以
外
で
、
飲
食
若
し
く
は
喫
煙
を
し
、
又
は
火
気
を
使
用
し
な
い
こ
と
。 

二 
所
定
の
場
所
以
外
で
、
飲
食
若
し
く
は
喫
煙
を
し
、
又
は
火
気
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

三 

所
定
の
場
所
以
外
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
。 

三 
所
定
の
場
所
以
外
に
出
入
り
し
な
い
こ
と
。 

四 

許
可
を
受
け
な
い
で
、
備
品
、
器
具
等
の
使
用
又
は
移
動
を
し
な
い
こ
と
。 

四 

許
可
を
受
け
な
い
で
、
備
品
、
器
具
等
の
使
用
又
は
移
動
を
し
な
い
こ
と
。 

 

五 

許
可
を
受
け
な
い
で
、
物
品
の
展
示
、
販
売
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
し
な
い
こ

と
。 

五 

騒
音
若
し
く
は
怒
声
を
発
し
、
又
は
暴
力
を
用
い
る
等
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為

を
し
な
い
こ
と
。 

六 

騒
音
若
し
く
は
怒
声
を
発
し
、
又
は
暴
力
を
用
い
る
等
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為

を
し
な
い
こ
と
。 



六 

前
各
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
管
理
上
必
要
な
指
示
に
反
す
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
ほ
か
、
管
理
上
必
要
な
指
示
に
反
す
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

（
補
則
） 

（
補
則
） 

第
九
条 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
観
光
振
興
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

第
十
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
観
光
振
興
施
設
の
管
理
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

別
表
第
一 

 
 

区
分 

使
用
時
間 

 
 

 

日
帰
り 

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
。
た
だ
し
、
午
前
九
時

か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
及
び
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
は
、
ほ
か
の
使
用
申
請
し
て
い
る
者
に
支
障
が
な
い

場
合
に
限
り
使
用
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

オ
ー
ト
キ
ャ
ン

プ
場 

一
泊 

午
前
十
一
時
か
ら
翌
日
の
午
前
十
時
三
十
分
ま
で
。
た
だ

し
、
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
及
び
翌
日
の
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
は
、
ほ
か
の
使

用
申
請
し
て
い
る
者
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
使
用

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

備
考 

 

一 

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
一
泊
の
使
用
が
二
区
画
以
上
あ

る
場
合
に
限
り
、
一
泊
及
び
日
帰
り
に
お
け
る
午
後
六
時
以
降
の
使
用
が
で
き
る
。 

 

二 

一
泊
の
使
用
に
引
き
続
き
日
帰
り
又
は
一
泊
の
使
用
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
は
、
延
長
時
間
と
み
な
さ
な
い
。 

 

別
表
第
二 
 

 

区
分 

使
用
時
間 

 
 

 

四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で 

午
前
七
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で  

 
 

テ
ニ
ス
コ
ー

ト 

十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十

一
日
ま
で 

午
前
八
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で  

 
 

 


